
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

      平成３０年３月１４日 製品安全課 
商品名等 
（電気用品名等） チューブポンプ 

１ 当該商品等の概要 
 
○用途、機能、性能 

本製品は電気化学測定システムに使用されるもので、測定のサンプル表面に電

解液を少しずつ送出し、サンプル表面を常にきれいな電解液で満たすために用い

られるポンプである。 

 

 
 
 
○構造、仕様、意匠 

チューブをローラで圧迫し、チューブ内を流れる液体を押し出す。 
 
定格：ＡＣ１１５／２３０Ｖ、５０／６０Ｈｚ、３０Ｗ 

 
 
 
 
○主な使用者、販売先 
大学、研究機関、化学・医薬関係企業など 

 
 
 
 

２ 対象・非対象の解釈 

 

特定電気用品のうち、電動力応用機械器具の「電気ポンプ」として取り扱う。 
 

 

 

（理由） 

電動力を利用して液体を吸い上げ、押し上げるという機能のものであることか

ら、ポンプに含まれるものと考えられ、「電気ポンプ」で対象として取り扱うこと

が妥当と判断する。 

 

 

 

 

 

 
 


